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☆働きやすい職場環境づくり
を果「のࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭのਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ ͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　  ϥイϑελイϧのݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍LH の $02 ʡݮ

ྩݩɹݝதখஂۀاମதԝձ
௨ৗ૯ձ։࠵ͷ͓Βͤ

※�午後１時30分より長野県中小企業団体政治連盟報告会を開催いたします。
　理事・総代の皆様には併せてご出席いただきますようお願いいたします。

日時　令和元年５月23日（木）午後２時
場所　長野市「ホテルメトロポリタン長野」

第１号議案　平成30年度事業報告承認について
第２号議案　平成30年度収支決算並びに剰余金処分（案）承認について

―　監　査　報　告　―
第３号議案　令和元年度事業計画（案）決定について
第４号議案　令和元年度収支予算（案）決定について
第５号議案　令和元年度会費賦課基準（案）決定について
第６号議案　会長等役員の補充選任について
第７号議案　その他特別に議する事項について

報告事項　　顧問及び参与推戴報告について

ࣗಈं੫ೲظೲଅਐΩϟϯϖʔϯ
「済ませてね！  忘れず早めに  自動車税」

自動車税の納期限は５月31日(金)です！

　納税通知書は５月中旬にお手元に届きますので、早めに納
付しましょう。
　金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、県税事務所の
窓口及びペイジー、クレジットカードで納付できます。

長野県・県税事務所

お問合せ先　長野県総務部税務課　TEL�026-235-7051
特設ページURL：https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/31jizeinoutu.html
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２	 ಛू
	 	2019年度
	 長野県中小企業融資制度について
６	 தԝձΠϯϑΥϝʔγϣϯ
８	 શதΠϯϑΥϝʔγϣϯ
９	 ！ொଜͷΠνΦγࢢ
	 塩尻市
10	 ҳ͢からͣػ
	 有限会社吉澤物産（千曲市）
	 北陽建設株式会社（大町市）
12	 ห࢜ޢͷ
	 「消滅時効、法定利率に関する見直し」

長和ொ

塩尻ࢢ

ʪදࣸࢴਅʫಸྑҪ॓
　中ࢁಓԊいに１LmにΘたͬて、ށߐ時代のொ並Έ͕ଓ͘日
ຊ࠷長の॓場ொ「ಸྑҪ॓」。
　木ીेҰ॓の中では࠷ඪ͘ߴ͕ߴ、所のௗډಕを͑߇、
ଟ͘のཱྀ人でӫ͑た॓場ொは「ಸྑҪઍݢ」ͱᨳΘΕました。
では、ॅຽࡏݱ、อଘ۠に選定͞Ε܈ݐのॏཁ౷తࠃ
の皆͞Μ͕ੜ׆しͳ͕Β、そのொ並Έをकりଓ͚ています。
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ಛू

　長野県では、金融機関及び長野県信用保証協会と協調し、長期・固定・低利の融資制度を設け、
金融機関への資金の預託、県と市町村による信用保証料の補助を通じて、中小企業の皆さんが安定
した経営を行えるよう応援します。

（
抜
粋
）

2019年度  長野県中小企業融資制度一覧

��

平成31年度　長野県中小企業融資制度一覧

資金໊ 資金のಛ 貸付ରऀ 資金 
్ 貸付限度

貸付期間上限 
（　）内は 
土地・建物等

貸付利率 
（年率）

信用保証料率
（※自己負担分） 資金のポイント

中
小
企
業
振
興
資
金

Ұൠ枠

 資金Λۀࣄ
εϐʔσΟʔʹ 

ௐୡ

をඞཁと͢ΔํۚࢿӦͷ҆ఆຢ合ཧԽͷͨΊにܦ

ઃඋ 1ԯԁ ７ʢ��ʣ�
�ਾஔ̍� 2.1ˋ�

�
�Ҏ
1.�ˋ

2.2ˋҎ
ʢશֹࣗݾෛ୲ʣ

˖εϐーσィーなௐୡ͕Մ
Մ͕༥資のआ੍ݝଘط˖
ɹ˞आޙͷିؒظ�Ҏ্とͳΔɻۚࢿظͷआ
ܧظଓ༥ࢿをར༻ӡస 5,000ສԁ

５<आ��>�
�ਾஔ�͔݄��
�आਾஔ��

ظ継ଓ�
༥資枠

ଓ͠てௐୡ͠Α͏と͢Δํܧをۚࢿৗతにඞཁͳӡస߃
ࢿৗతにඞཁͳӡస߃˖ ʢۚਖ਼ৗӡసۚࢿʣ́ʮച্ݖ࠴ʴ୨Է࢈ࢿʵങೖ࠴ʯ
˖ฦظࡁにਖ਼ৗӡసۚࢿͷൣғͰआܧଓਃ͕ࠐՄͳۚࢿ

ӡస 3,000ສԁ ̍ 1.�ˋ

˖ຖ݄のฦࡁがෆ要
˖ਃࠐ中小企業ऀとͷؒに༩信औҾ͕�Ҏ্͋Δۚ༥ؔػ
Ͱਃ͕ࠐՄ
と͢Δݶを্ֹۚࢿに͓͚Δਖ਼ৗӡసࢉଇɺܾۙݪ˖
˖ିआରরදະ࡞ͷํ݄ച্ߴͷ�͔݄を্ݶと͢Δ
˖ฦظࡁにࢉग़ͨ͠ਖ਼ৗӡసֹ͕ۚࢿआೖߴをԼճͬͨ
合ɺࢉग़ͨ͠ਖ਼ৗӡసֹۚࢿͷൣғͰआՄ

し͋Θͤ信भ�
創枠

ࢿ̎ه্ ʢۚʣをར༻͢ΔํͰɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ੍ͷೝূຢೝఆをड͚ͨํ
ʮ̟৬͍͖͍͖ΞυόϯεΧϯύχーʯೝূ
ʮ̟ফஂڠ力ࣄ業ॴද੍ࣔʯೝఆ
ʮ̟݈ܦ߁Ӧ༏ྑ๏ਓೝఆ੍ʯೝఆ

ࢿه্ ʢۚʣ
ͷར͔Β�
˛0.2ˋ

˖֤ೝূをऔಘ͠て͍Δ企業貸付利率をҾԼ͛

創業枠
業ؔ࿈อূຢ業ؔ࿈อূをར༻͢Δํ

ઃඋ ઃඋɾӡసͷ合ܭͰ
3,500ສԁ

10�
�ਾஔ̍�

1.1ˋ 0.�ˋҎ
ʢશֹࣗݾෛ୲ʣ

˖創業ऀ向けۚࢿͷબࢶが֦େʢਝͳۚࢿௐୡʣ
˖創業等関連保証ɺ創業関連保証ͷΈର
˖信州ੜਪਐࢿ ʢۚ業ࢧԉ͚ʣとͷ合ܭͰɺ࠷େ����
ສԁ͕ିݶӡస 5�

�ਾஔ̍�

খنا業
ൃల資金

খن͕ऀۀا
・ൃ ల͢Δ

ͨΊʹ資金Λௐୡ

ɾൃ లͷͨΊにۚࢿをඞཁと͢Δ小ن企業 ʢऀ˞ʣͷํͰɺ小ࡉྵޱ企業อূ
をར༻͢Δํ
˞小ن企業 ɿऀै 業һ͕��ਓʢ॓ധɾָޘ業をআ͘業ɾαーϏε業̑ਓʣҎԼͷ企業

ઃඋ
ઃඋɾӡసͷ合ܭͰ

2,000ສԁ

10�
�ਾஔ̍�

1.9ˋ 0.44ˋҎ

˖খاࡉྵޱ業保証ͷରऀ͕ར༻Մ
˖設備・ӡ転߹ࢉͰ����ສ円·Ͱ利用Մ	ਃࠐ
ֹۚをؚΉอূڠձར༻͕ߴ����ສԁͷൣғʣ
業انԉ向けɺখࢧͷ͏ͪ創業ࢿ༥੍ݝଘط˖
ɹ向けのआがՄʢआ後保証料ิ͋څΓʣ

ӡస
５<आ�>�
�ਾஔ�͔݄��
�आਾஔ��

経
営
健
全
化
支
援
資
金

経営҆定対ࡦ

ച上のݮগ
औҾઌの࢈
ࡂ・̓ શରࡦ
等ʹΑΓ　ࡂ
ඞཁͱͳͬͨ
資金Λௐୡ

	�
�ηーϑςΟωοトอূ̑߸ɾ̓ ߸ɾ̔ ߸に֘͢Δํ
	�
ͷ͍ͣΕ͔に֘͢Δํهোをੜ͡て͍ΔํͰԼࢧಈに׆業ࣄͷมಈに͍ࡁܦ�

ઃඋ�
�
�
ӡస

6,000ສԁ�
�
�

�,000ສԁ

�
�
�

10�
�ਾஔ���

�
７<आ��>�
�ਾஔ���

�
�

1.9ˋ

0.44ˋҎ�
�

ηーϑςΟωοト
อূར༻ͷ
合ࣗݾෛ୲ແ͠

ͷ貸付対象ऀをࡦӦ҆ఆରܦͼಛผٴࡦӦ҆ఆରܦ˖
整ཧ
˖ফඅ੫Ҿ上͛に͍経営環境がѱ化し͍ͯΔ方
をɺಛผܦӦ҆ఆରࡦͷିରऀにՃ

˖信用保証料の自己負担無しʢηーϑςΟωοトอূ
ͷ合ʣ

˖保証料ิڅの͋Δطଘ੍ݝ༥資のआがՄ
ʢआ後保証料ิ͋څΓʣ
˖౦ຊେࡂ෮ٸۓڵอূɺؔػة࿈อূをར༻͢Δํͷ
རを༏۰ʢ���ˋʣ
ʯとɺ݄͔̐̏ۙ࠷มಈͷʮࡁܦ˖ ݄ਃࠐΈͷ合ɺ̍ ʙ̏
݄ɺ��ʙ݄̎ɺ��ʙ݄̍ͷؒظͷ͏ͪɺࢉࢼදͰച্
と͢Δɻؒظに͍ۙࠐਃ࠷Ͱؒظを֬ೝͰ͖Δߴ

ಛผ経営�
҆定対ࡦ

	�
�ηーϑςΟωοトอূ̍ʙ̐߸ɾ̒ ߸に֘͢Δํ
	�
�औҾઌ企業ͷ࢈にΑΔؔ࿈࢈ͷͨΊͷۚࢿをඞཁと͢ΔํͰɺ࢈企業に
ର͠て��ສԁҎ্ͷճऩࠔͳചֻۚݖ࠴を༗͢Δํ

	�
�౦ຊେࡂ෮ٸۓڵอূຢؔػة࿈อূをར༻͢Δํ
	�
ͷ͍ͣΕ͔に֘͢Δํهোをੜ͡て͍ΔํͰԼࢧಈにஶ͍͠׆業ࣄͷมಈに͍ࡁܦ� 1.6ˋ�

�
ିରऀ
ʢ�ʣ���ˋ

ࡂ・̓ શ
対ࡦ

	�
をਤΖ͏と͢Δํࢭցͷసػɺڧஙͷஅɾิݐ༺業ࣄ�
	�
�ཱྀؗ業をӦΉํͰɺ॓ ധࢪઃͷՐ҆શରࡦを͡ߨΑ͏と͢Δํ
	�
�ੴ༉͕ஷଂ͞ΕͨԼλϯΫͷྲྀग़ނࣄࢭରࡦを͡ߨΑ͏と͢Δํ
	�
Α͏と͢Δํ͡ߨをࡦରͮ͘جըにܭଓܧ業ࣄఆຢࡦըʢ#$1ʣをܭଓܧ業ࣄ�
	�
�અ ɾిলΤωϧΪーରࡦͷͨΊͷઃඋͷઃஔɺվຢमཧを͏͓ߦと͢Δํ

ઃඋ 1ԯ5,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

1.9ˋ

˖ิࣄڧを͏ߦ合ɺࣄ業༻෦ͷΈ͕ିର
ͼͦΕにٴೖߪઃඋن合ɺ৽͏ߦをࡦରࢭցసػ˖
͏ਾିର֎
˖ିରऀ	�
ͷํɺࢪઃͷ৽ங૿ஙに͏ͷିର֎
˖ିରऀ	�
ͷํɺࣗ ࣾͰ༻͢Δి力にΔઅ ɾిল
Τωઃඋ͕ର
ɹ˞ചిࣄ業をͨ͏ߦΊͷઃඋੈ࣍࢈業͚ͷର

ӡస 3,000ສԁ 7�
�ਾஔ��

ࡦ対ࡂ
෩ɺߑਫɺͦͷଞҟৗͳݱにΑΓੜͣΔࡂにΑΓඃ͠ࡂɺࢢொଜ
ͷΓࡂ

3 3

ূ໌ॻ
3 3 3

ʢࡂにΑͬてඃをड͚࣮ͨࣄをূ͢Δͷと͠てൃ͞ߦΕͨ
ͷʣをड͚ͨํ

ઃඋ 3,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

1.1ˋ
ো͕ੜ͡て͍Δ中小企業ऀ͕ɺઃࢧಈに׆業ࣄにΑΓࡂ˖
උͷ෮چɺࡐࢿͷߪೖɺࣄ業׆ಈͷܧଓͷͨΊにඞཁͳ
ઃඋۚࢿɺӡసି͕ۚࢿରとͳΔӡస 3,000ສԁ 7�

�ਾஔ��

Ξɹ݄͔ؒ̏ۙ࠷ͷച্ߴຢച্ܦߴৗརӹʢऩӹੑʣ͕ લಉظにൺ
̑ˋҎ্ݮগ

Πɹܾۙظࢉͷऩӹੑ͕̍ظຢ̎ظલにൺݮগ

Ξɹܹٸͳҝସ૬ͷมಈͷӨڹຢফඅ੫Ҿ্͛に͏ܦӦڥͷѱԽに
ΑΓɺ݄͔̏ۙ࠷ͷ͏͍ͪͣΕ͔͔݄̍ͷച্ߴຢऩӹੑ͕ɺͦ ͷલͷ݄ຢ
લಉ݄にൺ̑ˋҎ্ݮগ

ΠɹࡂͷӨڹをड͚ɺൃࡂੜ݄͔̎ޙͷ͏͔݄ͪ̍ͷച্ߴຢऩӹੑ͕ɺ
ͦͷલͷ݄ຢલಉ݄にൺ̑ˋҎ্ݮগ

新設

拡大

新設
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ʕ ํੜは࿈ܞʹΑΔҬྗΞοϓͱྗڧͳൃ৴ ʕ

※	この掲載内容は、2019年４月現在の長野県中小企業融資制度を抜粋して掲載しています。詳
細につきましては、本会指導員又は長野県産業労働部産業立地・経営支援課までお問い合わせ
ください。なお、最新の内容は県ホームページ等でもご確認いただけます。

長野県産業労働部　産業立地・経営支援課　
（長野県庁５階　TEL026－235－7200）	　

��

貸付限度
貸付期間上限 
（　）内は 
土地・建物等

貸付利率 
（年率）

信用保証料率
（※自己負担分） 資金のポイント

1ԯԁ ７ʢ��ʣ�
�ਾஔ̍� 2.1ˋ�

�
�Ҏ
1.�ˋ

2.2ˋҎ
ʢશֹࣗݾෛ୲ʣ

˖εϐーσィーなௐୡ͕Մ
Մ͕༥資のआ੍ݝଘط˖
ɹ˞आޙͷିؒظ�Ҏ্とͳΔɻۚࢿظͷआ
ɹܧظଓ༥ࢿをར༻5,000ສԁ

５ʦआ��ʧ�
�ਾஔ�͔݄��
�आਾஔ��

3,000ສԁ ̍ 1.�ˋ

˖ຖ݄のฦࡁがෆ要
˖ਃࠐ中小企業ऀとͷؒに༩信औҾ͕�Ҏ্͋Δۚ༥ؔػ
Ͱਃ͕ࠐՄ
と͢Δݶを্ֹۚࢿに͓͚Δਖ਼ৗӡసࢉଇɺܾۙݪ˖
˖ିआରরදະ࡞ͷํ݄ച্ߴͷ�͔݄を্ݶと͢Δ
˖ฦظࡁにࢉग़ͨ͠ਖ਼ৗӡసֹ͕ۚࢿआೖߴをԼճͬͨ
合ɺࢉग़ͨ͠ਖ਼ৗӡసֹۚࢿͷൣғͰआՄ

ࢿه্ ʢۚʣ
ͷར͔Β�
˛0.2ˋ

˖֤ೝূをऔಘ͠て͍Δ企業貸付利率をҾԼ͛

ઃඋɾӡసͷ合ܭͰ
3,500ສԁ

10�
�ਾஔ̍�

1.1ˋ 0.�ˋҎ
ʢશֹࣗݾෛ୲ʣ

˖創業ऀ向けۚࢿͷબࢶが֦େʢਝͳۚࢿௐୡʣ
˖創業等関連保証ɺ創業関連保証ͷΈର
˖信州ੜਪਐࢿ ʢۚ業ࢧԉ͚ʣとͷ合ܭͰɺ࠷େ����
ສԁ͕ିݶ

5�
�ਾஔ̍�

ઃඋɾӡసͷ合ܭͰ
2,000ສԁ

10�
�ਾஔ̍�

1.9ˋ 0.44ˋҎ

˖খاࡉྵޱ業保証ͷରऀ͕ར༻Մ
˖設備・ӡ転߹ࢉͰ����ສ円·Ͱ利用Մ	ਃࠐ
ֹۚをؚΉอূڠձར༻͕ߴ����ສԁͷൣғʣ
業انԉ向けɺখࢧͷ͏ͪ創業ࢿ༥੍ݝଘط˖
ɹ向けのआがՄʢआ後保証料ิ͋څΓʣ

５ʦआ�ʧ�
�ਾஔ�͔݄��
�आਾஔ��

6,000ສԁ�
�
�

�,000ສԁ

�
�
�

10�
�ਾஔ���

�
７ʦआ��ʧ�
�ਾஔ���

�
�

1.9ˋ

0.44ˋҎ�
�

ηーϑςΟωοト
อূར༻ͷ
合ࣗݾෛ୲ແ͠

ͷ貸付対象ऀをࡦӦ҆ఆରܦͼಛผٴࡦӦ҆ఆରܦ˖
整ཧ
˖ফඅ੫Ҿ上͛に͍経営環境がѱ化し͍ͯΔ方
をɺಛผܦӦ҆ఆରࡦͷିରऀにՃ

˖信用保証料の自己負担無しʢηーϑςΟωοトอূ
ͷ合ʣ

˖保証料ิڅの͋Δطଘ੍ݝ༥資のआがՄ
ʢआ後保証料ิ͋څΓʣ
˖౦ຊେࡂ෮ٸۓڵอূɺؔػة࿈อূをར༻͢Δํͷ
རを༏۰ʢ���ˋʣ
ʯとɺ݄͔̐̏ۙ࠷มಈͷʮࡁܦ˖ ݄ਃࠐΈͷ合ɺ̍ ʙ̏
݄ɺ��ʙ݄̎ɺ��ʙ݄̍ͷؒظͷ͏ͪɺࢉࢼදͰച্
と͢Δؒظに͍ۙࠐਃ࠷Ͱؒظを֬ೝͰ͖Δߴ

1.6ˋ�
�

ିରऀ
ʢ�ʣ���ˋ

1ԯ5,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

1.9ˋ

˖ิࣄڧを͏ߦ合ɺࣄ業༻෦ͷΈ͕ିର
ͼͦΕにٴೖߪઃඋن合ɺ৽͏ߦをࡦରࢭցసػ˖
͏ਾିର֎
˖ିରऀ	�
ͷํɺࢪઃͷ৽ங૿ஙに͏ͷିର֎
˖ିରऀ	�
ͷํɺࣗ ࣾͰ༻͢Δి力にΔઅ ɾిল
Τωઃඋ͕ର
ɹ˞ചిࣄ業をͨ͏ߦΊͷઃඋੈ࣍࢈業͚ͷର

3,000ສԁ 7�
�ਾஔ��

3,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

1.1ˋ
ো͕ੜ͡て͍Δ中小企業ऀ͕ɺઃࢧಈに׆業ࣄにΑΓࡂ˖
උͷ෮چɺࡐࢿͷߪೖɺࣄ業׆ಈͷܧଓͷͨΊにඞཁͳ
ઃඋۚࢿɺӡసି͕ۚࢿରとͳΔ3,000ສԁ 7�

�ਾஔ��
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資金໊ 資金のಛ 貸付ରऀ 資金 
్

金
資
ਐ
ਪ
生
創
भ
信

創業ࢧԉ向け ۀલޙのۀࣄ
資金Λௐୡ

Լهͷ͍ͣΕ͔に֘͢Δํ
	�
ըを༗͠て͍ΔܭਓͰɺ業͠Α͏と͢Δ۩ମతͳݸ業をӦΜͰ͍ͳ͍ࣄࡏݱ�
ํ

	�
�業͔ͨ͠Β̑ະຬͰ͋Δํ
	�
�ࣾԽ͠Α͏と͢ΔձࣾຢࣾԽにΑΓઃཱ͞Ε͔ͨΒ̑ະຬͷձࣾ

ઃඋ

ӡస

	�
ࢪԉࢧͷ業ݝԽをਤΔͨΊɺൃ׆ͷ͏ͪɺΠϊϕーςΟϒͳ業ͷه্�
をड͚Δࡦ ʢํΠϊϕーςΟϒʣ

事業承継向け ʹのͨΊܧঝۀࣄ
資金Λௐୡ

	�
ଓ͠Α͏と͢Δํܧ業ࣄ業をৡΓड͚ɺࣄଘط�
	�
業をৡࣄଘطఆ͠ɺࡦըをܭܧ業ঝࣄԉをड͚てࢧԉηϯλーͷࢧ͗ܧ業Ҿࣄ�
Γड͚Α͏と͢Δํ

	�
ೝఆをड͚ͨํͮ͘جఆにنԽ๏ͷԁܧӦঝܦ�
	�
と͢Δํ͏͓ߦ業ͷ֦େをࣄ業をৡΓड͚て͔Β̑ະຬͰ֘ࣄ�

ઃඋ

ӡస

事業ల։向け

ըܭ上Ӧྗܦ
ըܭӦֵ৽ܦ

資金ௐୡ͖ͮجʹ
৽の։ൃ
のଟ֯Խۀࣄ

のͨΊʹ資金ௐୡ

	�
�৽͍ٕ͠ज़ɾɾαーϏεͷڀݚ։ൃɺࣄ業ల։を͏͓ߦと͢Δํ
	�
Ӧͷଟ֯ԽをਤΖ͏と͢Δํܦຢ৽ਐग़にΑΓɺ業సࣄ�
	�
�"*ɾ��*P5ɾϩϘοトにؔ࿈ͨ͠ڀݚ։ ɾൃࣄ業ల։を͏͓ߦと͢Δํຢ
ɹ��"*ɾ��*P5ɾϩϘοトを༻͍ͨઃඋをಋೖ͠ੜ্ੑ࢈をਤΖ͏と͢Δํ

ઃඋ

ӡస

地Ҭੑ׆化�
向け

地ҬΛੑ׆Խ͢Δ
औʹΔ
資金ௐୡ

	�
�ళ֗ͷۭ͖ళฮにग़ళ͠Α͏と͢Δํٴͼग़ళޙ�Ҏͷํ
	�
ԽをਤΖ͏と͢Δํੑ׆業ͷ࢈を͠ɺ࢈ݝ�
	�
ԽをਤΖ͏と͢Δํੑ׆धཁにରԠ͠てɺҬͷޫ؍�
	�
�োऀऀྸߴにྀͨ͠ࢪઃඋを͏͓ߦと͢Δํ

ํΔ͢をʣͲͳ৯ࣔදੑػʢʯ৯͍͠༏にͩΒ͔ʮ�
�	

ઃඋ

ӡస

業ཱ地向けا
等の৽ઃ・Ҡ
సઃඋのߋ৽・

ʹのͨΊڧ૿
資金ௐୡ

	�
と͢Δํ͏͓ߦͷ৽ઃຢҠసを業ஂに�
	�
� ͓ߦઃͷ৽ઃຢҠసをࢪ༺業ࣄ業ೝఆをड͚ɺࣄ業ཱॿۚͷ࢈$5*
͏と͢Δํ

ઃඋ

	�
に৽ͨに̍ઍສԁҎ্ͷઃඋをಋೖ͠Α͏と͢Δํ業ஂͷ�
	�
と͢Δํ͏͓ߦͷҠసをػにຊࣾݝΒ͔֎ݝ�

ઃඋ

ӡస

次世代産業�
向け

ʹۀ࢈ੈ࣍
ʹೖ͢ΔͨΊࢀ

資金ௐୡ

	�
ɾΤωϧΪーؔ࿈ɺ݈ڥ� ަ௨ؔ࿈にର͠ɺ͜ੈ࣍ɾҩྍؔ࿈ɺ߁
Ε͔Βࣄ業సຢ৽ࢀنೖをਤΔํɺए͘͠ɺࣄ業సຢ৽ࢀنೖؒޙ
ͳ͍ํ

ઃඋ

ӡస

	�

�	ه্ͷ͏ͪɺ࡞ࢼ։ൃ͔Βۚࢿճऩ·Ͱ૬Ԡͷؒظをཁ͢ΔԼهͷํ
ɹɾۭߤӉ࢈業にΔを͢Δํ
ɹɾҩༀߴɾ ཧҩྍثػɾཧҩྍثػを͢Δํ
ɹɾ࠶ੜՄΤωϧΪーൃి業にऔΓΉ ʢํଠཅޫൃిをআ͘ʣ

ઃඋ

ӡస

ւ֎ల։向け ւ֎のۀࣄల։
のͨΊʹ資金ௐୡ 業ల։をਤΖ͏と͢Δํࣄを༗͢ΔํͰɺւ֎ػにຊࣾݝ

ઃඋ

ӡస

経営վળ�
αϙーτ資金

֎෦のઐՈのࢧ
ԉΛड͚ɺܦӦج
൫ΛڧԽ͢ΔͨΊ

ʹ資金ௐୡ

ఆࡦԉをड͚ͭͭࢧձͷٞڠԉࢧੜ࠶中小企業౼ݕӦαポートձٞにΑΔܦ
͞Εͨࣄ業࠶ੜܭըͷ࣮ࢪを͢ΔํͰࣄ業࠶ੜܭը࣮ؔࢪ࿈อূをར༻͢Δํ

ઃඋ

ӡస

拡大

拡大

新設
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��

貸付限度
貸付期間上限 
（　）内は 
土地・建物等

貸付利率 
（年率）

信用保証料率
（※自己負担分） 資金のポイント

3,500ສԁ 10�
�ਾஔ̍�

1.1ˋ 0.44ˋҎ
�

ʢ業ؔ࿈อ ɾূ
業ؔ࿈อূ
ར༻ͷ合ࣗݾ
ෛ୲ແ͠ʣ

˖創業後５年未満ͷํିର
˖信用保証料の自己負担無しʢ業ؔ࿈อূɺ業
ؔ࿈อূͷ合ɻ๏ਓΓͷ合ࣗݾෛ୲͋Γʣ

˖イノベーティブ枠利率優遇ʢ���ˋʣ
˖ିରऀ	�
ͷํɺઃඋɾӡసͷ合ܭͰɺ����ສԁ�
�ͷൣғͰۚࢿݾࣗ���ສԁͷ࠷େ����ສԁ͕ି
ݶ

˖中小企業ৼࢿڵ ʢۚ業ʣとͷ合ܭͰɺ࠷େ����ສԁ͕
ିݶ

2,000ສԁ ５�
�ਾஔ��

1.0ˋ

1ԯ5,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ̍�

1.1ˋ

0.44ˋҎ�
�

ʢܦӦֵ৽ؔ࿈
อূɺܦӦ力
্ؔ࿈อূར
༻ͷ合ࣗݾෛ
୲ແ͠ʣ

˖事業承継後５年未満ͷํିର
˖経営承継円滑化法上の認定を受けた方ʢ中小企業
ɹऀͷදऀݸਓ	༧ఆऀؚΉ
ʣをିରऀにՃ3,000ສԁ ７�

�ਾஔ̍�

1ԯ5,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ�� 1.7ˋ�

ିରऀ�
ʢ�ʣ���ˋ

˖経営革新計画ͷঝೝɺ経営力向上計画ͷೝఆをड͚
ͨํɺ֘ܭըͷఴにΑΓɺࣄ業ܭըॻͷఴをলུ
Մ

˖̖̞ɾ*P5ɾϩϘοトにؔ࿈ͨ͠ڀݚ։ൃ̖̞ɾ*P5ɾϩϘοトを༻
͍ͨઃඋをಋೖ͢Δํͷརを༏۰ɹʢ���ˋʣ3,000ສԁ ７�

�ਾஔ̍�

1ԯ5,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ̍�

1.7ˋ�
ିରऀ	�
ͷ
͏ͪ౷తܳ
を͢Δํٴͼ
	�
ͷํ���ˋ

˖宿泊施設のリニューアル観光需要に対応した
環境整備ʢ8J�'J をିରऀにํ͏ߦඋʣをڥ
Ճ
ʮ̟͔Βͩに༏͍͠৯ʯを͢Δํͷརを༏۰ɹʢ���ˋʣ
˖ିର ʢऀ�ʣͷํɺࢪઃͷ৽ஙに͏ͷର֎3,000ສԁ ５�

�ਾஔ��

3ԯԁ 15�
�ਾஔ��

1.4ˋ

˖工業団地へ新設・移転・設備導入等をਪਐ
˖औಘຢඅ༻に͍ͭてିをड͚ͨ合ɺݪଇ̍
Ҏにݐͷࣄにண͢Δ͜と

ɹ˞ํެஂڞମとཱに͔͔ΔܖにಛผͷఆΊ͕͋Δ
ɹ合ɺͦ ͷؒظにݐͷࣄにணɺૢ 業を͢Δ͜と

1ԯ5,000ສԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

3,000ສԁ ７�
�ਾஔ��

1ԯԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

1.4ˋ

ճऩ·Ͱ૬ۚࢿੜՄΤωϧΪーൃి業にऔΓΉํɺ࠶˖
Ԡͷؒظをཁ͢Δํͷର

ɹ˞ചిࣄ業をํ͏ߦିରऀ	�
ͷର
˖ିରऀ	�
ͷࣄ業సຢ৽ࢀنೖؒޙͳ͍ํとɺ
ਐग़̑ޙະຬͷํ

˖ିରऀ 	�
 ͷ͏ۭͪߤӉ࢈業ٴͼ次世代自動車
関連産業にΔを͢Δํਐग़̑ޙҎ߱Ͱ
ར༻Մ

3,000ສԁ ７�
�ਾஔ��

1ԯ5,000ສԁ 15ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

5,000ສԁ 12�
�ਾஔ��

1ԯԁ 10ʢ��ʣ�
�ਾஔ��

1.9ˋ 1.32ˋҎ ɺैॴͷดࣄݝ業ͷॖ小ɺࣄͷࡏݱ˖ 業һͷޏ༻ௐを
わͳ͍ͷ͕ର

3,000ສԁ 5�
�ਾஔ��

ઃඋɾӡసͷ合ܭͰ
1ԯ5,000ສԁ

15�
�ਾஔ�� 1.6ˋ ෛ୲ແ͠ݾࣗ

˖事業再生計画の実施に必要な資金が貸付対象
˖信用保証料の自己負担無し
Մ͕ͷआࢿ༥੍ݝଘط˖
をཁ͢Δ合͕͋Δؒ࣌ըͷਫ਼ࠪにܭੜ࠶業ࣄ˖
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長野県の伝統的工芸品に新たに指定
  〜小沼ほうき振興会、長野県花火組合、長野県建具協同組合〜

　３月22日、長野県知事が指定する長野県伝統的工芸品に「小沼箒」、「長野県手作り打上花
火」、「信州組子細工」の３件が新たに指定され、合計21件となりました。

　明治初年から生産が行われ、豪雪地帯の当地において冬
期間の出稼ぎに出られない人々によって手仕事で作られ副
業の地位を占めました。
　最盛期は昭和20年代から30年代で２～３軒の家が共同で
持つ「ほうき小屋」と呼ばれる共同作業所が10数か所あり、
ひと冬に３万本以上を生産しました。
　小沼箒はスキー場や旅館でも愛用され、その技法は学校
の授業に取り入れられるなど、地域ぐるみで生産と販売に
取り組んでいます。

　約300年前の江戸時代に飯田市で奉納花火が始まり、この
頃から県内の神社の祭事に合わせて奉納花火が行われるよ
うになりました。
　昭和初期には長野市の青木儀作氏が煙火玉に玉込めを二
重にした「八重芯菊花火」を国内で初めて開発・完成させ、
長野県独自の煙火として全国的にも有名になりました。
　昭和25年に長野県花火組合が活動を開始し、長野冬季五
輪大会開会式で花火打上げを行うなど活発な活動を展開し
ています。

　組子細工は手作業で木片をつなぎ合わせる精巧な木工細
工で、江戸時代以前から神社仏閣等に使用されてきました
が、県内では明治時代以降建具業が専門化し、旅館や一般
家庭にも障子や欄間等で使用されるようになりました。
　昭和45年に長野県建具協同組合が設立されると携わる職
人も増え、県内の組子技術は飛躍的に発展しました。
　住宅様式が変化する昨今、内装用の木製建具を手がける
職人の技術伝承と品質向上に取り組んでいます。

小沼ほうき振興会
伝統的工芸品名 製造地域小沼箒 飯山市

長野県花火組合
伝統的工芸品名 製造地域長野県手作り打上花火 長野県全域

長野県建具協同組合
伝統的工芸品名 製造地域信州組子細工 長野県全域
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̍ɽதখۀا߹׆࿏։ۀࣄʢలࣔձग़లɾ։ۀࣄ࠵ΛؚΉʣ
　	　中小企業連携グループが、自らまたはメンバーの新たな活路を見いだすための様々なプロジェ
クトを支援します。以下の類型のプロジェクトを実施することができます。
　〇調 査 研 究 型：		新分野に進出するための調査・研究、将来ビジョンの策定
　〇	実　現　化　型：		構想やビジョンをカタチにするため、試作開発や実証実験を通じて、実用化・

具現化しようとするもの等
　〇展示会等求評型：		試作品や新製品を国内・海外の展示会等に出展、または開催して販路開拓

戦略を構築するもの等
　※これらの類型を組み合わせて実施することにより、さらに効果的なものとすることも可能です。

　＜補助金額等＞
　　補	助	率：補助対象経費総額の10分の６以内
　　補助金額（消費税等抜き）：①中小企業組合等活路開拓事業
　　　　　　		A型（上限）2,000万円　　B型（上限）1,158万8千円　（下限）100万円
　　　　　	　	※	A型は、補助金申請予定額が1,158万８千円を超え、なおかつ事業終了後３年間以内に組合または組合員の「売上高が

10％以上増加することが見込まれる」または「コストが10％以上削減されることが見込まれる」事業に限ります。

　　　　　	　	②展示会等出展・開催事業　（上限）500万円

̎ɽ߹ใωοτϫʔΫγεςϜ։ൃۀࣄ
　	　中小企業連携グループやメンバーの活路開拓に資する情報システム開発等に係るプロジェク
トを支援します。①基本計画策定事業または②情報システム構築事業のいずれかを実施するこ
とができます。
　①基本計画策定事業：	情報ネットワークシステムを構築する前提となる組合事業等の業務

分析、計画立案、RFP（提案依頼書）策定等の調査研究のためのプロジェ
クト

　②情報システム構築事業：	情報ネットワークシステムの構築、メンバー向け業務用アプリケー
ションシステムの開発、普及のためのプロジェクト

　＜補助金額等＞
　　補	助	率：補助対象経費総額の10分の６以内
　　補助金額（消費税等抜き）：A型（上限）2,000万円　　B型（上限）1,158万8千円　（下限）100万円
　　　　　	　	※	A型は、補助金申請予定額が1,158万８千円を超え、なおかつ事業終了後３年間以内に組合または組合員の「売上高が

10％以上増加することが見込まれる」または「コストが10％以上削減されることが見込まれる」事業に限ります。

தখۀا࿈ܞプϩδΣΫτΛࢧԉしま͢
ʙ 2019 தখۀا߹՝ରԠࢧԉۀࣄʙ

　本事業では、環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ（新たな活路開拓・付加価
値の創造、既存事業分野の活力向上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の継承、
海外展開戦略、各種リスク対策等）について、中小企業連携グループ※が改善・解決を目指すプロジェ
クトを支援します。
※本事業の支援対象は、中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業の連携グループです。

　　　　　　【募集期間】　平成31年４月１日（月）～令和元年７月１日（月）
　　　　　　　　　　　　○第２次締切：令和元年５月８日（水）～７月１日（月）（消印有効）
　　　　　　　　　　　　　　※予算枠に達した時点で終了となります。

詳細は、全国中小企業団体中央会のホームページをご確認いただくか、本会指導員にご相談ください。
全国中央会URL		https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/
　　　　　　　　																													kadaitaiou-index-v4.html 	中央会　課題対応	 ☜
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●�日本労働組合総連合会（連合）との懇談会を開催
　全国中央会は、３月14日、ANAインターコンチネンタルホテル東京において日本労働
組合総連合会（連合）との懇談会を開催し、取引の適正化等に向けて意見交換を行い、引き
続き連携して取り組むことを確認しました。
　本会からは、大村会長、森副会長をはじめ正副会長等12名、連合からは神津会長ほか12
名の幹部が出席しました。
　髙橋専務理事の進行により、櫛引副会長（青森県中央会会長）から「取引力の強化に向け
た取組み等」について報告が行われたのち、ネット取引を含めた取引環境等について意見
交換が行われました。

　服部副会長（愛媛県中央会会長）か
らは10連休中に月末と月初の業務
集中への対応について、小正副会長
（鹿児島県中央会会長）からは卸売業
界や地域の実情に基づいた物流負担
の問題等について活発な意見交換が
行われました。
　最後に、大村会長が、本件につい
て各ブロック中央会の会長会議など
の機会を通じて、「共同宣言」に基づ
き、ネットを含めた取引の適正化等
に向けて地域での連携促進を図って
いくことを表明し、閉会しました。

●自民党の中小企業・小規模事業者政策調査会中小企業金融の
　あり方検討小委員会にて意見陳述
　石川金融専門副委員長（埼玉県中央会副会長）は、３月19日、自由民主党の中小企業・小
規模事業者政策調査会中小企業金融
のあり方検討小委員会に出席しまし
た。石川金融専門副委員長は、中小・
小規模事業者が円滑に事業承継を行
うにあたって、経営者保証が最大の
課題の一つとなっていることを具体
的に説明したうえで、金融機関が企
業ごとに経営者保証の要否をしっか
りと見極めることによって、形式的
な経営者保証を廃止すべきであるこ
と等を陳述しました。

ਆ連合会長（ࠨ）ͱେଜશ中会長（ӈ）

ҙݟड़するੴ金融ઐ෭ҕ員長

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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信州ならではの特色ある市町村のイチオシをご紹介します。

Ԙ৲市ষ
（ত和3�年5月10日੍定）

Shiojiri City

塩尻市
市町村の

イチオシ！

第14回

塩尻市長　小口　ར

　塩尻市は、高度な加工技術を持つ企業が多く立地し、製造品出荷額等は県内第１位です。また、400有
余年もの伝統を持つ木曽漆器や、良質なブドウから生み出される芳醇なワインなどの地場産業も魅力です。
　「子育てしたくなるまち日本一」を目指した諸施策の取り組みをはじめ、今後も元気な地方都市として
内外に選ばれる地域であり続けるために、新たなまちづくりに果敢に挑戦してまいります。

【塩尻が発祥「元祖  山賊焼」】
　鶏肉を１枚丸ごとニンニクたっぷりのしょうゆだれに漬け込
み、豪快に揚げる「山賊焼」。
　山賊焼という名前の由来は諸説あり、骨付きの肉をお客さん
がほおばる姿と、映画「七人の侍」で山賊が肉をほおばる姿が
似ていたことや、山賊は物を「取り上げる」から「鳥揚げる」
と語呂合わせをしたことなどからその名が付いたと言われてい
ます。
　昭和30年代は、揚げ物が一般的な食べ物ではなく、鶏肉が貴
重で少量しか手に入らなかったため、地酒を２合注文しないと
食べられませんでした。
　現在では、山賊焼は中信地域に広まり、伝統を守りつつ各店舗でオリジナルの山賊焼が作られるなど、塩尻発祥の
郷土料理として多くの方に親しまれています。

【そば切り発祥の里  塩尻】
　今では、そばといえば麺食として食べることが一般的ですが、
古くは団子状にして食べたりしていたと考えられています。「そ
ば切り」と呼ばれる麺食としてのそばが普及したのは、江戸時
代頃と言われており、発祥の地については諸説ありますが、
1706年（宝永３年）出版の「本朝文選」（再版時に「風俗文選」
に改題）で、「蕎麦切といつぱ、もと信濃國、本山宿より出て、
あまねく國々にもてはやされける…」と記述されており、そば
切りは、中山道本山宿から全国に広がったと伝えられています。
　そば切り発祥の里として、毎年、市内のそば店を巡るスタンプ
ラリーや地酒とそばを味わう会などのイベントを開催しています。

	
【塩尻生まれ、世界品質ワイン】
　塩尻市でぶどう栽培が始まったのは1890年（明治23年）。それ
から約100年後の1989年（平成元年）、ここ塩尻の桔梗ヶ原で育っ
たメルローから造られたワインが、権威ある国際ワインコンクー
ルで大金賞を受賞し、世界を、そして、日本をあっと驚かせま
した。
　塩尻市内には、伝統のナイアガラ、誇りのメルロー、気鋭の
カベルネなど、さまざまなぶどうの個性を引き出すワイナリー
があり、100年続く老舗もあれば、つい最近、ぶどう畑を耕しは
じめ、ワイナリーを開業した個人醸造家もいます。多彩なワイ
ナリーと出会えるのも塩尻ならではの魅力です。

͓͍͍͠ັྗ͕ຬࡌ��Ԙ৲ࢢ
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キノコと人にやさしい環境づくりで、
作業負担軽減と生産効率アップを実現。
ϒφγϝδでۀք༗のച্ߴ

　松代は知る人ぞ
知る「えのき茸発
祥の地」。近隣の
千曲市で吉澤物産
は昭和35年にいち
早くキノコづくり
に着手しました。
昭和38年には本格
的なエノキダケ栽
培の会社として創業し、昭和年代はずっとエノキ
ダケを栽培。平成元年からブナシメジ栽培に参入
し、平成３年からはブナシメジだけを栽培するよ
うになりました。エノキダケからブナシメジへと
生産体制を大きく転換したのです。その理由のひ
とつはエノキダケが全国で量産されるようになり、
価格競争が激しくなったこと。もうひとつの理由
は、労働環境の面で、ブナシメジのほうが「人に
やさしい」から。
　「エノキダケの栽培では生育に必要な温度が４
度から５度。かたやブナシメジは15度くらいです
から、夏は涼しく冬は暖かい環境。働く人間にとっ
ても働きやすい環境です」と吉澤恒好会長は話し
ます。このような「人を大切にする」基本方針とそ
の後の経営努力によって、いまやその生産量は年
間１千トン以上。売上も３億５千万円を越えてお
り、キノコ業界有数の企業として知られるように
なりました。
　しかも、これだけの売上規模でありながら社員
数は25名。長く勤めている女性の社員が多く、平
均年齢の高齢化も進む中、作業負担の軽減と生産
性向上の両立が大きな課題となっていました。

লྗԽでਓࡐΛ༗ޮ׆༻

　今回、同社がものづくり補助金を活用したのは、
キノコ工場における複数の省力化設備の導入でし
た。
　同社の生産現場には、約10キログラムの栽培コ
ンテナを積上げたり下ろしたり、といった体力の
必要な作業シーンがあります。それが高齢者や女
性の社員にとって少なからぬ負担となり、安定雇

用を阻害する要因
でもありました。
そこで、今回、数
種類の省力化機械をオーダーメイドで開発し、作
業プロセスに投入。これによって、２人の人員が
必要な作業でも１人でこなせるようになる等、省
力化と効率化を大きく実現することができました。
　「人が荷物を持たなくても機械が運んでくれる。
導入前とあとでは、全然、体力の負担が違います」
と補助事業の責任者でもある氷熊雅通副工場長は
胸を張ります。さらに「この省力化による余剰人
員を生産から包装工程に配置転換することで、厳
密な計量実施が可能になり、これまでの製品ロス
が大幅に減少しました」。これも当初の省力化計
画の目標に掲げた通りです。　
　また、ものづくり補助金を受けたということで、
キノコ業界で注目を集め、見学に訪れる方も増え
たそうです。
　「キノコ業界にはまだまだ改善の余地がありま
す。当社は、小さいながらも最先端でありたいで
すね。大手には負けない手づくりのアイデアで勝

負できればと思いま
す。それと自社ブラ
ンドの確立も将来的
に大きな課題です」
と氷熊副工場長。同
社は、競争力のさら
なる向上を目指して
います。

༗限ձࣾ٢ᖒ࢈ʢઍࢢۂʣ

༗ݶձࣾ٢ᖒ࢈
代　　ද　代දऔక役会長　٢ᖒ߃
　　業　1�63（ত和3�）年　業
ࢿ ຊ 金　500ສԁ
ै業員　2�໊
ຊ　　社　ઍۂ市େࣈ口510
　　　　　TEL.026-272-03�7　'"9.026-27�-5107
事業༰　ϒφシメジഓཆ・ഓ・ൢച

吉澤物産のブナシメジ商品

コンテナに入ったブナシメジ

省力化を実現したダンボール積み上げ機
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ίϯαϧλϯτ͔Βࢪ·でҰ؏ମ੍

　昭和５年創業、
北沢組から北陽建
設に社名変更した
のが昭和49年。建
設業として長い歴
史を持つ会社です。
同社の特徴は、土
木工事部門とコンサルタント部門を持ち、総合的
な視野で、土木建設業を展開しているところです。
　土木工事部門では、道路や橋梁、砂防ダム工事
はもちろんのこと、雪崩対策や地すべり対策など
特殊工事の分野を得意としています。
　コンサルタント部門では地表踏査・ボーリング
調査・物理探査などさまざまな手法を駆使しつつ、
地盤の状況を探り、地域防災の調査・設計も手が
けています。
　本社は大町市ですが、営業エリアは長野県全域
にとどまらず、静岡県と岐阜県にそれぞれ２つの
営業所を構え、広範囲に仕事を展開しています。
　「長野県内の中小企業としては、コンサルタン
ト業務から施工までを一貫して行う建設会社は数
少ないと思います。特に我社の強みは、地すべり
などの防災に関わること。土石流センサーや防災
に関する特殊な製品も扱っていますから、それを
設置できるか打診されたり、防災の初動から声を
かけられることも多いですね」と原滋俊社長は話
します。さらに特殊工事では安全が第一優先です
から、時代によって要求される基準が変わること
もあるそうです。たとえば道路脇に設置される落
石防護柵の場合、近年の落石災害の実情より、従
来の柵の高さ150cmから最低200cmへと防災基準
が変更されました。しかも、ハイレベルな耐衝撃
性や施工性が求められています。

མੴΛ͙ࡤʹಠ自のΞΠσΞΛೖ

　今回のものづくり補助金は、このような時代の
ニーズに応えるべく新たな落石防護柵の開発事業
に活用されました。同社では開発に着手してから
数多くのトライを積み重ね、４年という年月をか
けて、新製品の開発に成功しました。要求基準を

すべてクリアするの
はもちろんのこと、
ゴム緩衝材など独自のアイデアを盛り込み、「TF
バリア」という製品名で売込みをかけています。
開発リーダーを任された技術管理室の桜井哲弥課
長は次のように話します。
　「TFバリアはものづくり補助金と協力会社のあ
と押しもあり、ようやく完成にこぎつけました。
差別化ポイントのひとつは、既存のブロック積擁
壁を活かしながら、その前側に『くの字』型に支
柱を設置する構造です。これによってスピーディ
な施工が実現できるとともに、その際の通行規制
も最小限に抑えられ、お客様のニーズに確実に応
えることができました」。業界誌の表紙に施工事
例が取り上げられたり、実際に現場での評判も良
好です。
　「最近お客様からの要望が多数寄せられ、当社
の可能性に対して期待されていると感じます。そ
ういうニーズや課題に応えつつ、新たな開発も進
めていきたいと思います。今の時代、次の準備を
していかないと継続成長は見込めません。そして、

（誰にも真似ができな
い）調査・設計から
施工までという当社
の強みを更に伸ばし
ていきたいですね」
と原社長は熱く語り
ました。

ཅݐઃࣜגձࣾʢେொࢢʣ

ཅݐ設ࣜגձࣾ
代　　ද　代දऔక役社長　࣎　ݪढ़
設　　ཱ　1�7�（ত和��）年
ࢿ ຊ 金　�000ສԁ
ै業員　171໊
ຊ　　社　େொ市ై5377൪
　　　　　TEL.0261-22-1155　'"9.0261-22-�562
事業༰　総合ݐ設業

時代の変化やお客様のニーズを捉え、
新製品開発で土木の課題解決。

グラウンドアンカーによる地すべり対策工事

TFバリア完成（高山村  七味温泉入口）

落石の実証実験を何度も実施
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１�　前回のコラムにおいて、民法（債権関係）の重要
な改正点として、①消滅時効に関する見直し、②法
定利率に関する見直し、③保証に関する見直し、④
債権譲渡に関する見直し、⑤約款（定型約款）に関
する規定の新設の５つであることが紹介されました。
今回のコラムでは、このうち①の消滅時効に関する
見直しと②の法定利率に関する見直しについて取り
上げます。特に、消滅時効に関する見直しは、中小
企業の債権管理・回収に影響しますので重要です。
２　消滅時効に関する見直しについて
　⑴��　債権の消滅時効期間が統一されます。
　　�　工事の設計、施工又は管理を業とする者の工事
に関する債権は３年（旧民法170条２号）、生産者、
卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の
代価に係る債権は２年（旧民法173条１号）、旅館、
料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、
席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債
権は１年（旧民法174条４号）など、いわゆる短
期消滅時効といって、業種によって債権の消滅時
効期間が異なることがありました（旧民法170～
174条）。

　　�　新民法では、この短期消滅時効が廃止され、また、
５年とされていた商事消滅時効（旧商法522条）
も廃止されます。

　　�　その結果、債権の消滅時効期間は、後記⑵で述
べるとおり原則として５年と統一されます。

　　�　業種によっては、債権の消滅時効期間が長くな
りますが、時間の経過によって債権回収が難しく
なることもありますので、注意が必要です。

　⑵�　消滅時効期間の起算点に主観的起算点が導入さ
れます。

　　�　旧民法における消滅時効の起算点は、権利を行
使することができる時からとされていました（旧
民法166条１項）。

　　�　新民法では、①債権者が権利を行使することが
できることを知った時から５年間（主観的起算点）、
②権利を行使することができる時から10年間（客
観的起算点）のいずれか早い方を起算点とするこ
とになります（新民法166条１項）。

　　�　商取引に基づく債権は、権利行使できることを
知らないケースはないと思いますので、通常、主
観的起算点と客観的起算点は一致し、消滅時効期
間は５年となります。

　⑶　時効の中断、停止の用語が整理されます。
　　�　これまでにも、「時効の中断」、「時効の停止」と
いう用語を聞いたことがあると思います。

　　�　時効の中断という用語には、「時効の完成が猶予
される効果」と「新たな時効の進行（時効期間の

リセット）」という２つの効果があるため、これを
「時効の完成猶予」と「時効の更新」という用語に
整理することにしました。なお、従前の時効の停
止は、時効の完成猶予に分類されます。

　　�　今後は、時効の中断、時効の停止という用語は
使用されなくなりますので、注意が必要です。

　⑷�　時効の完成猶予（時効の停止）に関する規定が
見直されます。

　　ア�　天災等による完成猶予期間の伸長（新民法
161条）

　　　�　債権の時効期間の満了間際に天災等が発生し、
訴えの提起ができない、内容証明郵便を送付で
きない等の事態が生じるおそれもあります。旧
民法では、障害が消滅した時から２週間は時効
の完成が猶予されていましたが（旧民法161条）、
新民法では３か月まで伸長されます。

　　イ�　協議を行う旨の合意による事項の完成猶予制
度の新設（新民法151条）

　　　�　当事者が紛争解決に向けて裁判所を介さずに
任意で協議をし、解決策を模索している中で、
消滅時効期間が迫っている場合があります。こ
のような場合、債権者側とすれば、せっかく解
決に向けて協議をしているのに、時効の完成猶
予や時効の更新の効力を得たいがために内容証
明郵便を送付して催告したり、訴訟提起するこ
とは躊躇されるところです。

　　　�　新民法では、このような場合に、書面で権利
についての協議を行う旨の合意をすることで時
効の完成猶予を認める制度が新設されます。な
お、書面での合意が必須となりますので、注意
が必要です。

３　法定利率に関する見直しについて
　�　旧民法における法定利率は年５％（旧民法404条）、
商事取引では年６％（旧商法514条）と定められて
いました。昨今の低金利からすると、これらの利率
は市中金利を大きく上回る状況でした。
　�　新民法では、５％ないし６％と固定されていた法
定利率に変動制を導入することになりました（新民
法404条）。なお、これに伴い、商事法定利率も廃止
されます。
　�　具体的には、⑴新民法施行当初は、年３％でスター
トする（同条２項）、⑵３年毎に利率を見直す（同条
３項）、⑶見直しにあたっては、当期の基準割合（過
去５年間の短期貸付け平均利率の平均値）と法定利
率に変動があった期のうち直近のものにおける基準
割合とを比較し、１％以上変動した場合には、１％
単位で法定利率を増減する（同条4、５項）、⑷なお、
基準割合は法務大臣が告示する（同条５項）ことに
なります。
　�　また、適用される利率について、別段の意思表示
がないときは、利息が生じた最初の時点における法
定利率となります（新民法404条１項）。
　�　中小企業における商取引においては、任意の利率
を定めることが多いため、法定利率が適用されるケー
スは少ないかもしれませんが、新民法下では、変動
制の法定利率が適用され、利息が生じた最初の時点
によって法定利率が異なるようになりますので、注
意が必要です。
４�　次回のコラムは、保証に関する見直しを取り上げ
る予定です。保証に関する見直しも大きく改正がな
される分野ですので、是非ご覧ください。

ফ໓ޮ࣌ɺ๏ఆརʹ
ؔ͢Δݟ͠

ห࢜ޢ　খ　ྛ　　জ（ࢢ）

弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話
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「キャリアアップ助成金」が「キャリアアップ助成金」が「キャリアアップ助成金」が
平成31年4月1日から一部拡充されました！平成31年4月1日から一部拡充されました！平成31年4月1日から一部拡充されました！

ʢࣄ業ओͷΈͳ͞·ʣ

　厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇
改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の以下
の２コースについて、平成31年4月1日実施分から拡充対象となります。

1ਓたΓֹڅࢧが૿ֹされました！

1ਓたΓֹڅࢧが૿ֹされました！

！ਓが1�ਓから4�ਓʹ拡充されましたݶਃ্څࢧ

！ਓが3�ਓから4�ਓʹ拡充されましたݶਃ্څࢧ

બతద༻拡େಋೖ࣌ॲ۰վળ
ίʔε

選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期
契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合に助成（本
コースは平成31年度までで終了します。）

ؒ࣌࿑ಇऀ࿑ಇؒ࣌Ԇ
ίʔε

有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新た
に適用した場合に助成（平成31年度までは、５時間未満延長でも、
基本給を一定額以上昇給していれば助成対象となります。）

拡充̍

拡充̍

拡充̎

拡充̎

ްੜ࿑ಇলɾಓݝ࿑ಇہɾϋϩーϫーΫ

※�各コースを活用することによって、労働者の皆さんの手取り収入の減少を防ぐと同時に、
将来の年金等の受給額が増額されるだけでなく、事業主のみなさまにとっても人手不足
や人材確保の対策となるなど、労使双方にメリットがあります！

※�処遇改善前にキャリアアップ計画書の提出が必要になるなど、助成金受給にあたっては
一定の条件があります。詳しくは最寄りの都道府県労働局やハローワークにお尋ねくだ
さい。

(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

※�社会保険の適用に関する相談やお問い合わせについては、最寄りの年金事務所にお尋ね
ください。
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お問い合わせは、長野労働局労働基準部健康安全課または管下労働基準監督署までお願いします。

●準備期間（４月１日〜４月30日）
　▶暑さ指数（WBGT値）の把握の準備：JIS�Z�8504又はJIS�B�7922�に適合した（暑さ指数）測定器を準備しましょう。
　▶	作業計画の策定等：暑さ指数に応じて、作業の中止、休憩時間の確保などができるよう余裕を持った作業計画を

たてましょう。
　▶	設備対策の検討：簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置、ミストシャワーなどにより、暑さ指数を下げる

方法を検討しましょう。
　▶休憩場所の確保の検討：作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を確保しましょう。
　▶服装等の検討：通気性のいい作業着を準備しておきましょう。クールベストなども検討しましょう。
　▶教育研修の実施：熱中症の防止対策について教育を行いましょう。
　▶	熱中症予防管理者の選任及び責任体制の確立：熱中症に詳しい人の中から管理者を選任し、事業場としての管理

体制を整えましょう。
●キャンペーン期間（５月１日〜９月30日）
　▶暑さ指数（WBGT値）の把握：JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を測りましょう。　
　　準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、測定した暑さ指数に応じて次の対策をとりましょう。
　▶暑さ指数を下げるための設備の設置、休憩場所の整備及び涼しい服装等
　▶作業時間の短縮：暑さ指数が高いときは、作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。
　▶熱への順化：暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を取り、１週間程度かけて徐々に身体を慣らしていきましょう。
　▶水分・塩分の摂取：のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分をとりましょう。
　▶	健康診断結果に基づく措置：①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲

の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすくなります。医師の意見をきいて人員配置を行い
ましょう。

　▶	日常の健康管理等：睡眠不足や前日の飲みすぎはないか、また当日は朝食をきちんととったか、管理者は確認し
ましょう。

　▶労働者の健康状態の確認：作業中は管理者はもちろん、作業員同士お互いの健康状態をよく確認しましょう。
　▶	異常時の措置：あらかじめ、近くの病院の場所を確認しておき、少しでも異変を感じたらすぐに

病院へ運ぶか、救急車を呼びましょう。
　▶熱中症予防管理者は、暑さ指数を確認し、巡視等により、次の事項を確認しましょう。
　　□暑さ指数の低減対策は実施されているか
　　□各労働者が暑さに慣れているか
　　□各労働者の体調は問題ないか
　　□作業の中止や中断をさせなくてよいか
　　□各労働者は水分や塩分をきちんととっているか
●重点取組期間（７月１日〜８月31日）長野労働局では独自に８月も重点取組期間とします。
　▶暑さ指数の低減効果を改めて確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。
　▶特に梅雨明け直後は、暑さ指数に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しましょう。
　▶水分、塩分を積極的にとりましょう。
　▶各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意しましょう。また、当日の朝食はきちんととりましょう。
　▶期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。
　▶異常を認めたときは、ためらうことなく救急車を呼びましょう。

　職場における熱中症で亡くなる人は、毎年全国で10人以上にのぼります。平成30年においては、４日以上仕
事を休んだ人は、1,100人を超えました。
　厚生労働省では、労働災害防止団体などとの連携の下、職場における熱中症の予防のため
「4501！த��ΫʔϧϫʔΫキャϯϖʔϯ」を展開し、重点的な取組を進めています。 
　各事業場においては、事業者、労働者が協力して、熱中症予防への取組を進めましょう！

	長野労働局からのお知らせ　　　　　								　　　		労働基準部健康安全課

各期間中に事業場で実施すべき事項は以下のとおりです。期間ごとに次の事項を重点的に取り組みましょう！

●実施期間：令和元年5月1日から9月30日まで　準備期間：平成31年4月　重点取組期間：令和元年７月、８月
平成31年4月
準備期間 令和元年５月 6月 7月

重点取組期間
8月

重点取組期間 9月
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ظอ ʮূͭͳ͙ʯ
֓　　　　　　ཁ

ご ར ༻
いただ͚るํ

ۙ決算において࣍の（１）または（２）のいͣΕ １͔項および（３）または（４）のいͣΕ １͔項を
ຬたすํ
ຊൺ͕15ˋҎ্ࢿݾࣗ（１）　
　（２）७࢈ࢿഒ͕1.5ഒҎ্
ຊ事業རӹࢿ総༺（３）　 ５͕̀ Ҏ্
　（４）インタレスト・カόレッジ・レーシΦ͕1.0ഒҎ্

อ ূ 金 ֹ １ԯԁҎ
อ ূ ظ ؒ ２年Ҏ্７年Ҏ
ฦ ࡁ ํ ๏ Ұׅฦࡁまたは分ׂฦࡁ

৴༻อূྉ 年0.35ˋʙ1.�0ˋ
※通ৗより0.10ˋいอূྉでごར༻いただ ま͚す

ି 付 ར  金融機関所定のར
連ଳอূ人 ଇͱして๏人の代දऀをআきෆཁݪ
୲ อ ඞཁにԠ て͡ご૬ஊ

ఴ 付 書 ྨ 所定のਃࠐ書ྨの他、「ਃࠐ人֨ࢿཁ݅等֬認書」
※書式はڠ会ホーϜページ（金融機関ઐ༻書式μンロードページ）にࡌܝしています

そ の 他

ਃࠐ人にରし͜ のอূによる融ࢿを行う金融機関は࣍の項をຬたす ͱ͜
　（１）ਃࠐ人ͱ与৴औҾ ３͕年Ҏ্ る͋͜ ͱ
　（２�）ਃࠐ人のۙの決算時にお る͚金融機関 Β͔のआೖ金ߴにରし、３ׂҎ্のߴをめる融

を行ࢿ てͬいる͜ ͱ

金ࢿ定҆ظՄͳ長ࡁ長７年Ұׅฦ࠷
により、中小企業の皆 ま͞の Β͞ͳる事業
の成長・発లをԠԉします。

については、おۙ͘ࡉৄ の৴༻อূڠ会窓口までお問い合Θせ͘ だ͞ い。

3˟�0-0�3��長野市ೆ長野県ொ5�7-5

ϗʔϜϖʔδ　IUUQT���XXX.OBHBOP�DHD.PS.KQ
&�NBJM　IPTZP!OBHBOP�DHD.PS.KQ
　　0120�34�76�0　　0120�34�76�0
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☆働きやすい職場環境づくり
を果「のࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭのਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ ͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　  ϥイϑελイϧのݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍LH の $02 ʡݮ

ྩݩɹݝதখஂۀاମதԝձ
௨ৗ૯ձ։࠵ͷ͓Βͤ

※�午後１時30分より長野県中小企業団体政治連盟報告会を開催いたします。
　理事・総代の皆様には併せてご出席いただきますようお願いいたします。

日時　令和元年５月23日（木）午後２時
場所　長野市「ホテルメトロポリタン長野」

第１号議案　平成30年度事業報告承認について
第２号議案　平成30年度収支決算並びに剰余金処分（案）承認について

―　監　査　報　告　―
第３号議案　令和元年度事業計画（案）決定について
第４号議案　令和元年度収支予算（案）決定について
第５号議案　令和元年度会費賦課基準（案）決定について
第６号議案　会長等役員の補充選任について
第７号議案　その他特別に議する事項について

報告事項　　顧問及び参与推戴報告について

ࣗಈं੫ೲظೲଅਐΩϟϯϖʔϯ
「済ませてね！  忘れず早めに  自動車税」

自動車税の納期限は５月31日(金)です！

　納税通知書は５月中旬にお手元に届きますので、早めに納
付しましょう。
　金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、県税事務所の
窓口及びペイジー、クレジットカードで納付できます。

長野県・県税事務所

お問合せ先　長野県総務部税務課　TEL�026-235-7051
特設ページURL：https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/31jizeinoutu.html
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